
別添２

文部科学省認定社会通信教育 

１ 定 義

 学校又は一般社団法人若しくは一般財団法人が行う通信教育で社会教育上奨励すべき

ものを、文部科学大臣が社会教育法の規定に基づいて認定を行ったもの。

大学通信教育、短期大学通信教育、高等学校通信教育、

中等教育学校（後期課程）の通信教育、特別支援学校の高等部の 

通信教育（学校教育法） 

          学校教育法による通信教育を除いた通信教育（社会教育法第４９条） 

〔定義〕通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付

  し、これに基づき、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。

（社会教育法第５０条） 

               実施主体：学校、一般社団法人、一般財団法人 

○社会教育法
第５１条 文部科学大臣は、学校又は一般社団法人若しくは一般財団法人の
行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定を与
えることができる。 

２（略）
３ 文部科学大臣が、第一項の規定により、認定を与えようとするときは、あら
かじめ、第１３条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。

第５５条 認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を
変更しようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可
を受けなければならない。

２ 前項の許可に関しては、第５１条第３項の規定を準用する。

          実施主体：学校、一般社団法人、一般財団法人、 

営利法人、 個人等 

２ 認定講座（実施団体数：計２１団体９３課程）

・事務系（３３課程）

経営・管理、経理・会計 等

・技術系（２８課程）

電気・電子・材料、自動車整備、設計製図、不動産、園芸・造園 等

・生活技術・教養系（３２課程）

英語、ペン習字、書道、音楽、漢詩 等

（※ 令和８年５月現在。詳細は別添３参照） 
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